
別紙２ 

 

呉市東部地区外国人総合相談窓口業務企画提案書作成要領 

 

呉市東部地区外国人総合相談窓口業務の委託先を選考するにあたり，プロポーザル参加資格を有する

と認めた者は，以下の項目の内容を必ず含めた形で企画提案書を作成し提出すること。 

 

１ 目的 

この要領は，「呉市東部地区外国人総合相談窓口業務委託」公募型プロポーザル実施にあたり，プ

ロポーザル提出書類等の作成要領について定めるものである。 

なお，本事業は業務委託することにより，高度な創造性，技術力，専門的な技術又は経験を当該業

務に活用し，市民サービスの向上を図ることを目的に実施するものである。 

 

２ 提出書類 

（１）企画提案書 

①提出部数は正本１部，副本７部（※副本には提案者名を記載しないこと）とする。 

②提案書の構成及び規格等は次のとおりとすること。 

提案書の構成 規格及び制限枚数 様式 

表紙 A４（縦）１枚 【様式３】のとおり 

会社概要 A４（縦）１枚 【様式４】のとおり 

１ 取組姿勢  

A４，30ページまで 

（縦横問わず。A3の折り込

みも可。この場合，A4２ペ

ージ分として数える） 

 

 

 

 

任意 

 

 

２ 業務実績 

３ 業務体制 

４ 業務執行計画 

５ 業務執行内容 

６ 個人情報管理 

７ 見積額（積算内訳を含む） 

１～７の各項目の詳細は別表のとおり 

 

（２）企画提案書の補足資料 

① 会社独自に作成した会社概要や企画提案書の補足のための資料を作成することは可とする。 

② 補足資料を提出する場合は，企画提案書とは別綴りとし，８部提出すること。 

③ 補足資料の構成は自由とするが，パンフレットや製本されたもの等以外は，サイズはＡ４（Ａ    

３の折り込み可）とする 。 

 

（３）情報非公開希望申立書【様式５】 

①提出書類は呉市情報公開条例に基づく公開請求があった場合には対象文書として原則公開するこ

ととなる。しかしながら，事業を営む上で，権利，競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益



を害すると認めるに足りる合理的な理由がある情報は，同条例第 9 条第 1 項第 3 号の規定によ

り非公開とできる場合がある。企画提案書（補足資料がある場合は当該補足資料を含む）におい

て，当該規定適用により非公開とすることを希望する部分について，情報非公開希望申立書によ

り，該当部分と，公開により正当な利益を害すると認められるに足りる具体的な理由を明示するこ

と。（ただし，本市の検討の結果，公開となる場合もある。） 

②非公開を希望する部分が無い場合でも，その旨を記載し，申立書を必ず提出すること。 

③提出部数は１部 

 

 

 

別表 

１ 取組姿勢 

① 本業務に対する方針（考え方），意欲 

２ 業務実績 

① 類似する業務の実績 

② 実績に基づくノウハウの業務における活用 

３ 業務体制 

① 業務実施体制（人員数・配置等） 

② 業務責任者となる者の経験や実績，役割に対する認識 

③ 従事者（業務責任者を除く。）となる者の適性（語学能力，資格等） 

④ 突発的に従事者が勤務不可能になった場合等，緊急時対応 

⑤ 従事者の地元雇用 

４ 業務執行計画 

① 実務研修計画 

② 委託業務実施スケジュール及び履行状況管理の方法 

③ 業務委託終了時に，次期委託業者に対し業務引継を円滑に行うための対応 

５ 業務執行内容 

① 苦情等トラブルへの対応 

② 効率的な業務運営方法 

③ 業務の対象となる市民の満足度を高める方法 

④ 外国人住民の地域活動への参画を支援する取組 

６ 個人情報管理 

① 守秘義務等個人情報保護に関する考え方，取り組み状況 

② 個人情報保護に係る従事者に対する指導について 

７ 見積額（積算内訳を含む。） 

① 税込み価格 

 

 



３ 提出先 

〒737－8501  呉市中央４丁目１―６ 

呉市役所 地域協働課 地域協働グループ  担当 村上・森内 

電話 ０８２３－２５―３５０１  FAX ０８２３－２５－３０１３ 

Ｅ－ｍａｉｌ  tiiki@city.kure.lg.jp 

  

 

４ 提出方法 

持参又は郵送 

 

５ 提出期限 

令和６年３月５日（火）１７時まで ※郵送の場合同日必着 


